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厚生委員会会議録 

 

平成２８年５月１３日（金） 

（開 会） １０：００ 

（閉 会） １１：３５ 

案  件 

１．保育行政について 

２．地域支援事業について 

 

 【 報告事項 】 

１．飯塚市立病院の現状について                （健幸・スポーツ課）  

２．子育て応援券について                     （子育て支援課） 

３．指定特定施設（特定施設入居者生活介護）整備の協議について    （介護保険課） 

４．地域密着型サービス事業所整備に係る事業者募集について      （介護保険課） 

                                          

○委員長 

 ただいまから厚生委員会を開会いたします。 

「保育行政について」を議題といたします。提出資料について、執行部の説明を求めます。 

○子育て支援課長 

特別付託の保育行政をご説明いたします。 

まずはじめに、「飯塚市幸袋こども園に係る移譲先法人の決定について」ご説明いたします。

答申書をお願いいたします。 

１ページをお開きになってください。２８年３月３０日に、幸袋こども園の民営化に伴いま

す移譲先方針について、飯塚市公立保育所・こども園あり方検討委員会により、飯塚市長に答

申がなされ、このたび移譲先として、社会福祉法人 三和会を決定いたしました。三和会は住

所、飯塚市大日寺、理事長は林田正紀、軽費老人ホームあじさい園を経営されております。移

譲先法人の選考につきましては、２７年６月、あり方検討委員会にて、募集要項、選考基準等

を諮問し、１２月１日から１月２９日まで約２カ月間募集を行い、市内外から三和会を含めた

３法人からの募集がありました。他の法人は、福智町、苅田町の法人です。三和会に決定いた

しました経過ですけども、３ページから４ページをお開きください。６回の審議会を開催し、

２月２３日の３法人による幸袋こども園の保護者へのプレゼンテーションを行いました。その

後の３法人に対するヒアリング、厳正な審査を行い、７ページをお願いします。採点評価の結

果３４３点の１位の得点で配点合計の７割、２８０点を上回りましたので、選定されました。

今後、２９年４月の民営化に向けて５、６ページですけども、移譲に当たっての諸条件及び

２ページのあり方委員会の附帯意見に沿って、保護者の皆様と三和会、そして飯塚市の３者に

よる十分な協議を行い、円滑で十分な事務引き継ぎを最大限努力したいと考えております。第

１回目は５月１１日に保護者説明会を行いました。三和会を紹介し、いろいろな質問を受けて

おります。以上簡単ですけれど、報告を終わります。 

 それでは、保育行政の待機児童についてですけども、平成２８年度の市内居住児童の保育

所・こども園の入所状況をご説明いたします。資料の「市内居住児童の特定教育・保育施設

（保育所・幼稚園）支給認定状況」をお願いします。２７年度と２８年度の入所認定者数と入

所利用者数を比較しております。 

 ２７年度の入所認定者は、４月で３４８２人が年度末の３月では３８６９人にふえ、利用者

数も４月の３４６５人から３月末は３７５３人とふえ、希望する保育所に入れない未利用者は

１７人から１１６人とふえました。２８年度の入所認定者数は、３７４８人と前年度より
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２６６人ふえています。これは、※で説明しておりますが、２８年度から白菊幼稚園と伊岐須

幼稚園が子ども・子育て支援新制度に移行されましたので、３歳以上の１号認定の人数があが

っております。 

 ３の私的な理由による未利用者ですが、２８年４月は４８人からスタートし、５月で６４人

に１６人ふえております。 

 次に、資料の２６から２８年度の３年度比較の表をお願いします。面積によって１２０％受

け入れ可能な園と、保育士不足の園の説明です。人数は入所人数で、カッコは未利用者の

６４人が第１希望している保育所です。面積の確定によって、利用定員の１２０％の受け入れ

ができますが、いろんな条件が重なって受入面積が確定しますので、単純に面積による

１２０％入所を見込める園はわかりませんでした。 

利用定員が２６年度から２７年度に増となっている園は、あさひ保育園や飯塚保育園、つぼ

み保育園、ときわ保育園、ひばり保育園、飯塚東保育園、なのはな保育園、つはらたんぽぽ保

育園、愛宕こども園と９園になっております。  

２６年度に子ども・子育て支援事業計画を策定する際に認可定員と利用定員を確定する必要

がありましたので、認可定員（利用定員のほぼ１２０％増と同じ数）と利用定員を同じ数にす

るようにお願いにいった経緯があります。 

認可定員は、県への保育所認可で申請された保育所開設の面積からの定員の数です。利用定

員数は運営費の基礎数となる定員数で、市から支給の運営費に関わります。２６年度に認可・

利用定員を同数にしていただいた園は９園で、増員していただきました。 

このことから考えると、１２０％入所と合わせた定員を設定しているので、９園に関しては、

１２０％入所はできません。定員を３歳未満と３歳以上で弾力的に入所可能であるので、年度

によっては０歳児が多く１歳児が少なかったりしますので、一定数ではありません。満年齢で

一人当たりの面積が決まるので、年度で面積での定員が変わります。 

 例えば、０歳児・１歳児３．３平方メートル、２歳児１．９８平方メートルと変わってきま

すので、年齢で面積、人数が変わってくることになります。 

以上のことによりまして、面積から１２０％受け入れる園の確定はできませんが、単純に

２７年度、２６年度の実績数からみれば、網掛けている施設については、保育士が雇用できれ

ば、また、各園兄弟の予約などが入っていなければ、０歳、１歳、２歳の受け入れは可能かと

推測されます。また、公立保育所は、保育士基準配置数に余裕があるようにみえますが、障が

い児対応保育士加配の関係や兄弟入所予定のために、未利用者が出ている保育所もあります。 

資料「平成２７年度分の保育士の人材確保策への取組」をお願いします。各市の取り組みを

詳しくご説明します。 

行橋市は、保育士１７７人に賃金確保として１３８０万６千円を予算計上しています。行橋

市の賃金確保事業は、平成２５、２６年度に私立保育園を対象に国の補助事業を利用し、

２７年度は単費で実施しています。内容は、私立１１全園に対し、社保加入の常勤職員に対し

て月額３千円から１万２千円、これは基準、地域手当ということが決められているそうで、そ

の分を補助しています。 

北九州市は、予備保育士雇用補助として、認可保育所に最低基準を超えて保育士を配置する

保育園に対して、人件費の一部の補助として、６００人分の１億２８４０万円を計上していま

す。内容は、３人で保育士１人のところを、保育士２人を雇っている場合の人件費について、

一部補助となっています。私立７０園（全園の半分以上）に対し、１園に対し月額１人１９万

円を上限２人分までを補助しています。 

大野城市は、就職支援説明会を実施のため、大牟田市は、保育所連盟協議会補助として、保

育士募集や保育士登録事業実施のための補助金です。 

嘉麻市は、保育体制強化事業「待機児童解消加速化プラン」として、補助金３分の２を利用
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して、私立保育園の保育士補助として、３園延べ１２カ月分として、３６人分３２４万円を計

上しています。内容は、子育て経験者等多様な人材を、保育士の補助（清掃、消毒、給食と片

付け、寝具の準備等）として活用することにより雇用した補助員に、１人月額９万円を私立保

育所３園に補助する事業です。 

また、嘉麻市単独事業としての保育体制強化事業として、児童クラブの１３時からの勤務の

児童クラブ支援員の時間帯を利用して、仕事のない午前中を公立保育所に保育士としてパート

で配置し、５保育所で各２名をローテーションでの勤務体制で雇用し、３５７万９６００円

（１０人分）の予算を計上しております。１日４時間、約１６日から２０日の１２月分の５保

育所です。 

飯塚市は、ちょっと少ないんですが、就職支援説明会として、近畿大学九州短期大学保育科

の学生と市内認可保育園とのマッチング事業を実施しました。 

次に、「臨時保育士賃金調べ」についてご説明します。 

飯塚市は、公立７保育所、正職員９３名、臨時保育士８３名、代替臨時保育士１８名です。

賃金は１日７１７０円、賞与ありとなっております。２８年度から３年の任期付職員を雇用し、

賃金は１月、１６万６１００円賞与あり、昇給なしです。 

嘉麻市は、公立５保育所、正職員４０名、臨時３０名、嘱託職員５名です。嘱託職員は１月

１５万８９００円、月１０日以上で１日２５０円の加算。臨時職員は、１日７６７０円、月

１０日以上で１万円加算、通勤手当１月１千円、パート職員は１時間９５７円、月１０日以上

で、１時間２５円の加算です。 

筑紫野市は１日７千円、大牟田市は１日６７１０円、嘱託１６万２７００円、久留米市は

１日６８００円、任期付１月１７万７００円、パート１時間９１０円、通勤手当１日１００円

です。 

 以上簡単ですが、説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 今の説明を聞いて、非常に残念に思っております。２７年度、１年間厚生委員会の特別付託

案件で保育行政についてを協議してきました。また、今回も私的理由による未利用者の数や

２６年度から２８年度の入所児童数、保育士の人材確保への取り組みの資料説明を受けました

が、２８年度も２７年度を上回る数で、私的理由による未利用者の数がふえ続けております。

当初からこの特別付託案件は早急に方向性を出して、出来れば、昨年度中に付託案件を委員会

としても終了したいと私は思っておりました。これだけ国のほうでも話題になっていることを

飯塚市が先駆けて解決する姿を委員会としてする機会を失ってしまいました。このことを深く

受けとめていただきたいと思っております。委員会としても、再三要望してきたにもかかわら

ず、当初予算にもいわゆる待機児童対策の予算の計上もされておりません。今後、私的理由に

よる未利用者の潜在待機児童の解消に向けてどのような方向で、市はどのように考えておられ

るのか、市長、方向性をお示しください。 

○こども・健康部長 

 先ほど、課長から報告をいたしましたように、現在、私的理由による未利用者、いわゆる潜

在的待機児童が４月１日で４８人ということでございます。この最も主な要因と致しましては、

臨時保育士の確保が困難ということでございます。このことから現在、公立保育所の保育士確

保のチラシを、今年度、市内の量販店に配付をいたしました。これによりまして、１名応募を

いただいたということで聞いております。また、福岡ソフトウェアセンターが保育士の紹介事

業を始めていただきまして、こちらのほうも昨日１名の応募があったというふうに聞いており
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ます。今後は、より細かい募集の方法をさらに進めていきたいというふうに考えております。

今年度の保育士につきましては、公立の保育所で任期付職員を１２名採用をいたしております。

他の自治体でも嘱託職員などが保育士として雇用されておるということから考えますと、臨時

保育士の処遇の改善が図られれば、申し込みもふえていくのではないかというふうに考えてお

りますので、何らかの検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

次に考えられますのは、分園など、既存園の規模拡大ということが考えられますが、政府に

おいても認可保育所等の整備の前倒しを決定されております。しかしながら、一般的に整備に

つきましては、３年程度必要としますし、また整備をしていただける保育園が出てくるかどう

かという問題もございます。そこで、旧菰田保育所の活用について、内部で検討いたしました

が、老朽化ということから耐震補強の整備に多大な費用がかかるということ等を考えますと、

現実的には困難であるということが判明いたしました。 

現在、私どもといたしましては、私立の保育園の代表者の方と意見交換を持ち、この私的理

由による未利用者の解消に向けて、対応策の協議をいたしております。先ほど申し上げました

ことを含めまして、中期的な対策、そして短期的な対応策を進めることによりまして、この解

消を図りたいと。そのために、早急に具体策を決定し、実行をする必要があるというふうに考

えおります。 

○佐藤委員 

 やっと具体策を早急に出すという方向性が示されましたけども、去年１年間、私は何もして

ないというふうに思っております。その結果、人数が減ればよかったんですけれども、４月

１日には４８人、５月１日には６４人に潜在待機児童数がふえております。この結果を深く受

けとめていただきたいと、私は思っております。今、短期、中期的な対策と言われましたが、

協議の結果、中期的な対策はなくて、短期的な対策しかない可能性もあります。そこで確認で

すが、その対策というのは、先ほど申しました私的理由による未利用者の数の減や保育士の人

材確保についての取り組み、具体的にそこの取り組みをしていただけるものと考えてよろしい

のか、確認いたします。 

○こども・健康部長 

 そのように考えております。 

○佐藤委員 

 ぜひ、もう今年を迎えたこと、今年度予算を計上しなかったことは仕方ないとは言いがたい

んですけども、ぜひとも積極的に早急に取り組んでいただきたいと思います。それでは、内容

に移りますけれども、現場との意見交換の場を急ぎつくるべきと私は思っておりましたけれど

も、保育士の待遇改善を進めるために、補助金を出すためには、各園の財務実態を把握する必

要があり、保育園側と働く側双方の話を聞くことが必要ですが、まず私立保育協会との協議は

行われたのか、またその内容はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○子育て支援課長 

 私立保育園協会の代表者６人に、今から先もですが、月１度集まっていただいて意見交換会

を行います。４月２８日に実施をいたしました。子育て支援課からは、情報の共有を図りなが

ら、未利用者の解消に向けて努力いたしますので、ご協力お願いしますとのあいさつから始ま

りました。保育園の園長からはですね、年度当初は、兄弟等の入所を予定されている児童を含

めて、定員を超さないように入所数を決めてスタートしました。入所率が低いのは、相対的に

は保育士不足です。２番目として、長期的に考えるのなら、保育士の質の向上を目指して、幼

児教育が充実している飯塚市でなければ、定住化、少子化対策にはならないですよということ

と、３番目に、保育所不足の実態ですけども、障がい児療育加算の判断基準が定まっていない

ので、特に障がい児療育加算は、運営費に申請ができていないので、実態にあった保育士確保

が今困難となっていますというところです。それと私的理由による未利用児童も受入れるよう
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な国の動きになっているけれども、第１希望でないといけない児童は、待機として見るのです

かねというようなご意見もありました。初めての意見交換でしたので、未利用児童の短期的解

消に向けて、突っ込んだ話にはなりませんでしたけども、公立保育所の障がい児のための保育

士加配がなされていることなど、それぞれの実態を共有することができました。次回は、５月

１９日に２回目の意見交換会を行います。そしてちょっと突っ込んだ話を、今後していこうと

考えております。 

○佐藤委員 

 第１希望でない児童は待機として見るのかという意見は、保育園さん側の意見だと思います。

やはり保護者にすれば、第１希望がいい。それは明らかに仕事場が近いとか、何かあったとき

に駆けつけられるとかいうことで、第１希望にしてあるんですから、やはり、その第１希望を

私は目指すべきだと思っております。この意見交換会をされたということですけども、次は突

っ込んだ話をされるということなんで、ぜひとも委員会として聞くことができればなと思って

おりますんで、ぜひ、お計らいをよろしくお願いいたします。 

次に、保育士の賃金が低いのは、介護と同じ女性の仕事であると、福祉の分野の仕事である

ことが考えられますが、その当事者の働く側の保育士さんからの話はお聞きされたのかどうか、

お伺いいたします。 

○子育て支援課長 

 働く側の保育士からのお話は聞くことはできておりません。申しわけないです。働く側の意

見を聞くことを園長に了解を得なければならないと思いまして、信頼関係が壊れてしまうとい

うおそれもありましたので、慎重に対応する必要があると考えております。ほかに園長代表

６人との意見交換会の中で、臨時の有給休暇の取得率や勤務時間などをお話しする中で、保育

士の保育環境、処遇環境もあわせて聞こうかと考えております。一般的には保育士は賃金が低

い、イベント等で休むことができない。子どもの命にかかわるので、業務が重い。保護者対応

も厳しい。そしてまた、創作物など時間外で家に帰って仕事をしなければならないなどのいろ

んな実情があるようです。保育士処遇問題とあわせて、協議をしたいと考えております。 

○佐藤委員 

 ぜひ、保育士さんの実態を把握していただきたいと思っております。認可外の保育所も認可

保育所も同じ飯塚市の子どもが通う通所施設ですので、認可外保育所の意見も聞くことが必要

だと思いますが、いかがでしょうか。 

○子育て支援課長 

 認可外保育所の集まりや協会はありませんので、ある認可外保育所の副園長に直接お話を訪

ねることができました。認可保育所と同じように、運動会や生活発表会、英会話など、いろい

ろ教室を実施しておりますと本当に胸を張って言われていました。ぜひ、見学に来てください

ということです。また、保育料が一律ですので、やはり収入が低くて保育料を払うことが負担

であるというような保護者の方がおられます。それで、支払いが困難で退所される児童もおり

ますので、幾らかの保育料補助があればということも言われていました。また、一律の保育料

で運営していますので、保育士の給料単価を上げることができません。それでも保育士さんは

働いてくれていますということを言われていました。このような実情を話されたのですけれど

も、まだ１カ所の認可外保育所のみのお尋ねですので、何とも言えませんが、保育料の運営費

の補助がないので、それで自由にできる反面もあるんですけども、運営に苦労されているとい

うことを感じました。認可外保育所は、飯塚市に５保育園ありますので、訪問をしていきたい

と考えています。 

○佐藤委員 

 それでは次に、２７年度の１年間の保育行政の協議の中で見えてきた課題はどのように考え

ておられるのか、お伺いいたします。 
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○子育て支援課長 

 １年間の保育行政の協議で見えてきたものは、先ほど部長も話しましたが、私的な理由の潜

在待機児童が４月は１７人だったのが、年度末は１１６人まで、９９人ふえたということ。そ

こには保育士不足があり、また１２０％以上受けいれられなかったということもあります。内

訳としては、やはり年度当初は 1歳児の未利用者が多くて、月が進むにつれて、０歳児が入所

してきますので、０歳児の入所の未利用者がふえてきています。それと２０％を受け入れなか

った理由としては，国が１２０％を超えての入所を２年間続けると、運営費のペナルティーと

いう方向性となっていました。また、保育士の確保が困難で、その原因が賃金を含めた保育士

処遇環境にあり、潜在保育士の掘り起こしができていないというのも見えてきました。ほかに

筑穂保育所は、空きがあるので、いわゆる待機児童は発生していないですけども、飯塚市の中

心部の保育所は一時希望の保育所の入所待ちというのが、やはりニーズがあります。それでエ

リアごとに保育所整備が必要かなということを考えています。 

以上５つぐらいの課題があると考えています。 

○佐藤委員 

 課題は把握されております。だから、昨年度中に保育協会との話、保育士さんとの現状、そ

していろんな話を聞いて、この課題を解決するために方向性を去年出して、ことしの予算化な

りをするべきだったと私は思っております。そのことを深く反省してですね、早急に方向性を

出されるということですから、方向性を出されて、予算が必要であれば、補正予算を組むなり

の対応をするように要望をして終わります。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 ちょっと戻るんですが、幸袋の民間移譲のほうについて、まずお聞きいたします。３法人が

エントリーされて、今回の三和会さんに決まったと言われました。応募された３法人さんは、

どういった団体であるのか、お聞かせいただけますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１０：３１ 

再開１０；３２ 

委員会を再開いたします。 

○子育て支援課長 

 学校法人が１、それと社会福祉法人が１です。 

○江口委員 

 ３法人あるわけですよね。学校法人が１団体、社会福祉法人が１団体、このとられたところ

も社会福祉法人と思っていいんですね。それぞれなんですけれど、社会福祉法人といってもさ

まざまな法人がございます。それぞれどのような業務内容をなされておられたのか、学校法人

も含めてご案内ください。 

○子育て支援課長 

 学校法人は幼稚園、そして三和会の方は軽費老人ホーム、もうひとつの社会福祉法人は保育

園です。 

○江口委員 

 子どもに関してやっておられたところが、２つの団体がおられた。とられたところが軽費老

人ホームをやっておられたということなんですが、そこら辺の部分に関して、協議の中ではど

のような議論がなされたんでしょうか。やはり子どもに関する部分ですので、もともと民営化

の流れの中で、社会福祉法人であればいいというふうな話が前からあったんですけれど、社会
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福祉法人であればいいというのではないのではないかと、きちんと子どもに対してお仕事をさ

れたことがないところが入ってくることが、いかがなものかという話を前にさせていただいた

ことがあったんです。そこら辺については、協議の中でどのようになされた上で、ここが選ば

れたのか、お聞かせいただけますか。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休憩１０：３４ 

再開１０：３７ 

委員会を再開いたします。 

○子育て支援課長 

 協議の内容ですけども、やはり福祉法人で、まだ保育園もなされていないところもありまし

たけども、保育士の確保は本当にできるのか、そして保育士のその職員の経験年数は十分なの

かとか、あとは保護者へのプレゼンテーションを行っています。そこで、保護者の意見も聞い

た上で決めましょうということの協議をいたしました。 

○江口委員 

 保育士確保が主な判断基準になったと思ってよろしいですか。応募法人による保護者へのプ

レゼンテーションを行った。その結果として、選定された法人が一番よかったという理解でよ

ろしいですか。 

○子育て支援課長 

 保育士確保というのは、とても重要なことだったと思います、それと保育士へのアンケート

調査も行いまして、その分を加えたところで、業者決定になりました。すいません、保育士で

はなく保護者へのアンケートです。 

○委員長 

 もう一度、的確にお願します。 

○子育て支援課長 

 保育士と言いましたが、保護者のアンケートも基にして業者選定に反映いたしました。 

○江口委員 

 今の話だと、保護者のアンケートでも、この選定された法人がいいという判断だった。あと

保育士の確保について、この法人が一番集められると判断されたというお話でしたが、せっか

くなので、そのあたり今私立の保育園についても、公立の保育園についても保育士不足という

話が先ほどもあったのですけれども、この法人が保育士の確保に対してアドバンテージを持っ

ておられたというのは、どういった理由だったのか、参考のためにお聞かせいただけますか。 

○子育て支援課長 

 そのときにですね、保育士の実務者の数とか、そういう表を出していただきました。確保が

これだけ出来るということを提示していただきました。そしてこの間の保護者への紹介のとき

に実際行われている園長が私が付きます。そして、学校の教職員だった方が付きます。保育士

の資格を養成する学校の先生が、私が主任として付きますというような方が、この間見えてい

たんですけども、とても心強い方達だなというふうに感じました。 

○江口委員 

 ぜひ、これは来年４月ですよね。しっかりとした園になっていただけるように上手く引継ぎ

をやっていただきたいと思います。 

全般について、お話をお聞かせいただきたいと思います。先ほど話の中で、私立の代表者

６名との協議の場を月に１回やっていくんだと、これについては非常に評価するところであり

ます。そこからからスタートする。佐藤委員からお話があったのも、やはり経営側だけではな

くて、働く側の方々からもきちんとお話を聞かなくてはならない。やはり現実には、やめてい
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かれるのは働かれる方々です。その働いておられる保育士さんたちがやめていかれているわけ

です。そこをどうやって食い止めるか。そういう形になってくるかと思うんですが、それにつ

いては、園長の了解が必要ではないか、信頼関係もあるので慎重にというお話がありましたけ

れど、現実には園の代表者を通じてのみお話しを聞いていくのか。現実にそこまできちんと聞

いていかれるおつもりなのか、そのあたりについてはどうですか。 

○子育て支援課長 

 そうですね、保育士の働き手のほうの意見というのは本当に重要だと考えています。その方

達が、楽しく、そして子ども達の成長を見ながら働き続けられるような保育環境というのはと

ても重要だと思いますので、本当に聞きたいとは思うんですけども、園長のほうとも調整をし

て、それからちょっと十分に考えていきたいというふうに考えていますが、いかがでしょうか。 

○江口委員 

 ぜひ、それをやっていただきたい。やらなくてはならないと思うんです。その必要性につい

てはご理解のとおりだと思うんです。ただ、経営をされている方々に対する配慮が必要なのは

もちろんのことです。ただ、そこだけに聞いていたら、やっぱりその間で伝わらないこともあ

るでしょう。きちんと働く側にもお話を聞いていただきたい。あともう１つ聞かなくてはなら

ないのは、ユーザー側です。保護者ないし、市民のほうからの意見もですね、こういったこと

があるのではないかと。そういった分を含めると、そのあたりからのお話も聞くチャンネルが

必要ではないかと思っています。その点についても検討していただきたいと思っています。あ

と障がいのある子どもたちについて、私立のほうからその加算の基準がわからないというお話

ありました。これについてはきちんと出していかれるという形になるんですよね。 

○子育て支援課長 

 障がい児の療育加算というのが、第一義的には、療育手帳とか、そういうものをもってある

方が対象になろうかと思うんですけども、やっぱり現在、発達障がいとか、いろいろとグレー

ゾーンの方もいらっしゃいますので、そういうところはですね、巡回相談というのを臨床心理

士の先生方と保育士、そして保健師と各園を回っていますので、そこで十分協議して、どこま

での子どもさんをこの療育加算のほうに上げられるのかというのを決めていきたいなというふ

うには考えています。 

○江口委員 

 公立の存在意義のところで、よく市側は公立の存在意義とは障がいのある子どもたちをきち

んと受け入れるんだというお話がありました。ただ、現実には公立だけで受け入れられるもの

でもない。先ほどグレーゾーンというお話がありましたけれど、私立にもそういった子どもた

ちがおられるのも現実であります。そうすると、そこら辺に対して、巡回相談だけで賄えるか

どうかと考えてくると、そこら辺に対して、グレーゾーンに対して、どのように処遇をしてい

くのかというのも必要になってくるかと思っています。そのようなことを考えるためにも、そ

の状況をですね、障がいのある子ども達がどこにどのぐらいおられて、それに対してそれぞれ

がどのように園として、例えば独自のことをやっておられたりするのか。また、公立の園とし

ても、例えばどこどこの園にはこういった形でおられる。それに対して、公立ではこうやって

手当てをしているという部分をきちんと私どもも把握させていただきたいと思っています。そ

ういった部分について、次回でも結構ですので、資料として出していただきたいと思いますが、

よろしいですか。 

○子育て支援課長 

 私立保育園の園長との代表者会議もありますので、そういう気にかかるお子さんたちの数字

というのも上げさせていただきます。 

○江口委員 

 あと出していただいた資料で、先ほど説明していただきましたよね。網かけがとかですね、
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かっこ書きが第１希望でとかいうお話が、あとは認可定員と利用定員をとかいうお話があった

んですけど、資料の中に書き込んでいただけるとわかるんですが、ぜひその分を補足した資料

がありましたらお配りください。また、人材確保への取り組みについてもご説明いただいた分

は、ここに書いてあることよりももっと詳しいものをご説明いただきました。これだけなんだ

ろうかと思ったりしています。２７年度福岡市では、この私立保育園に対する補助について、

保育協会側といろんな大きな物議を醸しています。そこのペーパーでも見させていただいたの

は、やはり市側から保育協会を通じてある程度お金が出されていたんですが、ここには今回の

資料にも福岡市の分は入っていないんです。そういったものを含めて、詳細に調べていただい

て、次回の結構ですので、出していただきたいと思っておりますが、よろしいですか。 

○子育て支援課長 

 できる限りしたいと思います。福岡市は、もしかしたら答えが来ていなかったんじゃないか

なと、北九州市もほかのところも全部調査を回答してくださいということで話していたので、

それが返ってきた分を載せていますので、またしたいと思います。 

○江口委員 

 ぜひ、追跡で詳細に報告をしていただきたいと思っています。 

先ほど佐藤委員の質疑の中でエリアの話がありました。筑穂の園で空きがあるので現実には

飯塚市としては待機児童としては存在しない形になってしまう。他方では、中心部の保育園で

は、入所待ちがおられる。エリアとしてのことを考えなくてはならないというお話がありまし

た。そのとおりだと思っているんです。その部分については、今後、私どもの厚生委員会のこ

のメンバーでの任期というのは今年度いっぱいなわけですが、その分についても今年度いっぱ

いでおおよそどういった形でやっていくのかについては、結論を出させていだたくというふう

な認識でよろしいですか。 

○子育て支援課長 

 待機児童の解消に向けて、未利用者の解消に向けて努力するということしかないとは思いま

すが、エリアごとでちょっと資料をつくったのがあります。もし、旧菰田で開設をするとした

ら、大体４キロ円で、今の未利用者が何人入って来られるのかなという数字を拾いました。そ

うしたら、４キロ円内では、菰田、明星、潤野、飯塚、横田、ひばり、なのはな、枝国の保育

園で未利用者の方が１７人おります。ですので、旧菰田を開設すれば１７人は入れるかなとい

うようなことも考えております。エリアごとに、ひとつ園がふえたらいいかなというのも考え

ておりますので、これからも検討していきたいと思います。 

○江口委員 

 この保育に関しては、全市域がエリアになっているおかげで、表向きは待機児童がいない形

になっている。だけれども現実的には、実質的な待機児童、私的な理由による未利用者と言わ

れていますけれど、これが実質的な待機児童だということは市側もずっと認めてきたことであ

ります。現実の人の生活を考えると、今いみじくもその４キロでやると１７人拾えるというお

話がございました。人の働き方ないし、移動の手段等考えると、とても全市域１つのエリアで

考えるのが適当ではないというのは、ご存じのとおりだと思います。だからこそ、高齢者福祉

であるとか、学童保育もですよ。エリアとしては別々なんですよね。全市が１エリアではない

わけですよね。そういうことを考えると、ぜひ１年以内にこの分についても、しっかりとした

結論を出していただきたいと思います。短期、中期で考えていきたいというお話がありました。

それについて、現状の問題把握からいつごろまでに解決しよう。それに対してはどのぐらいの

財源が必要だよねと、積み上げがどんどん必要になってくるかと思うんですが、短期的、中期

的な部分も含めて、こちらについても、年度内には方向性を出していただけるという理解でよ

ろしいですか。 

○こども・健康部長 
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 努力はしたいと思います。 

○江口委員 

 努力をしていただかなくてはならないのは当然でございます。だけれども、その努力は当然

のことながら、こうやって数字として、現実の数字として４月で４８名、５月については

６４名と積み上がってきている。去年の年度末については１１６名と１００名オーバーの待機

児童が発生しているということを考えると、この部分を急がないと、やはりこの２月、３月で

「保育園落ちた」の話ではないですけれど、子育てはやっぱり無理なんだよねという話になっ

てしまいます。飯塚市として、総合戦略のほうでも、今つくっているマスタープランのほうで

も子育てしやすいまちを目指すわけですよ。となると、努力するだけではなくて、結果を出す

のが私ども議会の仕事でもありますし、行政の仕事でもあります。ぜひその点について、しっ

かりと内部で協議をしていただきたいと思っています。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

本件については引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思い

ます。 

次に、「地域支援事業について」を議題といたします。「介護予防・日常生活支援総合事業

（新しい総合事業）について」、執行部の説明を求めます。 

○高齢者支援課長 

介護予防・日常生活支援総合事業について説明いたします。 

本日は、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業の概要や、現時点にお

ける、本市の状況、経緯等について説明をさせていただきたいと思います。 

資料の１ページをお願いいたします。飯塚市の総人口の推移、将来推計を全体数、世代別に

区分した推移、及び高齢化率等の推移になります。 

この資料につきましては、平成２６年度に策定いたしました、平成２７年度から２９年度の

３カ年を計画年度といたします「飯塚市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」から抜粋

したものでございます。 

棒グラフの一番上の部分に、本市の総人口を記載しております。総人口については、毎年減

少していく推計となっており、平成２８年以降１３万人を下回る見込みとなっております。 

高齢者人口につきましては、グラフ下の表となります。平成２７年には、６５歳以上の高齢

者数は、３万７千人を上回っており、高齢化率については、２８．６％に達しています。今後

も、高齢者人口の増加は続き、来年、平成２９年以降は、高齢化率が３０％を超える見込みで

す。高齢者人口の内訳を見てみますと、平成２７年度から２９年度の３カ年は、６５歳から

７４歳人口と７５歳以上人口が、ほぼ同じ程度ではありますが、団塊の世代が７５歳以上に達

する平成３７年には、７５歳以上人口が２万人を超え、６５歳から７４歳人口を上回る見込み

です。 

本市の高齢化率は、全国の高齢化率や福岡県の高齢化率と比較しても、約２ポイント程度高

い水準にありまして、今後も同様の傾向で推移していくものと見込まれています。 

全国的に高齢化が進行するなか、国は、平成２６年度に介護保険制度の大幅な改正を実施し、

介護保険法の一部改正により、要支援１・２の方が利用している訪問介護と通所介護が、介護

予防給付から新しい総合事業として、地域支援事業に位置づけられたところです。 

資料の２ページをお願いします。２ページと３ページにつきましては、新しい総合事業の構

成ということで、厚生労働省がガイドラインで示した資料の中から、抜粋したものとなります。 

まず、２ページにつきましては、地域支援事業の全体像になります。左側が、現行の制度に

よるものとなりますが、左側、上から２番目に記載があります、介護予防給付（要支援１から
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２）という部分の訪問介護と通所介護が図にあるように、右側に記載の「新しい介護予防・日

常生活支援総合事業」、いわゆる「新しい総合事業」に移行することになり、全市町村におい

て、平成２９年度までに実施することとされ、本市におきましては、平成２９年４月から実施

することとしております。 

３ページをお願いします。総合事業のサービスの在り方について、厚生労働省がガイドライ

ンの中で示した例示になります。資料右側の中段下のところに、小さく米印で表記がしてあり

ますが、この図におけるサービスの種類は、典型例として示されているものです。市町村はこ

の例を踏まえたうえで、地域の実情に応じて、サービスの内容を検討し、多様なサービスを充

実することにより、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を目指すものです。その

サービス内容や基準、単価等、事業内容について、市町村独自で決定することが必要とされて

おります。 

現時点において、本市が平成２９年４月からの実施が必要であると判断しておりますサービ

スについて、図の中で説明させていただきたいと思います。図の一番左の「介護予防・日常生

活支援総合事業（新しい総合事業）」から、右に２つ枝分かれしておりまして、上段に「介護

予防・生活支援サービス事業」、下段に「一般介護予防事業」とあります。 

下段、「一般介護予防事業」につきましては、現在も実施中であり、要介護・要支援認定を

受けていない高齢者の生活機能の維持、向上のための各種教室など、引き続き実施いたします。 

上段の「介護予防・生活支援サービス事業」から右に４つ枝分かれして、上から「訪問型サー

ビス」「通所型サービス」「その他の生活支援サービス」「介護予防ケアマネジメント」とあ

ります。そのうち、上の２つ、「訪問型サービス」と「通所型サービス」について見ていただ

きたいのですが、この部分において、平成２９年４月からの総合事業の実施開始時点では、訪

問型・通所型のいずれのサービスにおいても、①の現行相当のサービス、及びその下の多様な

サービスの中の、②のサービスＡの緩和した基準によるサービスと④のサービスＣの短期集中

予防サービスについて、実施する方向で考えております。 

そのほか、訪問型及び通所型それぞれにあります、③のサービスＢの住民主体による支援や、

訪問型⑤のサービスＤの移動支援とありますが、当該サービスの実施にあたっては、関係機関

との調整が必要になる等、難しい部分もございまして、将来的には実施できるよう前向きに協

議、検討に努めてまいりたいと考えております。繰り返しになりますが、現時点におきまして

は、①の現行相当のサービス、②のサービスＡ及び④のサービスＣについて、先行して、平成

２９年４月から実施していくこととしております。 

また、中央上から３番目の「その他の生活支援サービス」につきましては、どういった内容

で実施していくかということを今後、検討してまいります。 

平成２９年４月から、訪問型と通所型のそれぞれ、現行相当のサービス及びサービスＡと

サービスＣについて実施する予定であることを説明いたしましたが、現行相当サービスは厚生

労働省令等でその内容については定められておりますので、内容の検討等は必要ありませんが、

サービスＡとサービスＣの具体的なサービス内容や実施方法などの詳細について決定する必要

がございます。 

現時点において、サービス内容として想定している部分について説明させていただきますと、

まず、訪問型サービスにつきましては、②緩和した基準によるサービスＡについては、身体介

護を除く生活援助ということで考えており、④短期集中予防サービスのサービスＣにつきまし

ては、保健・医療の専門職による居宅での相談指導等のサービスをと、考えております。 

また、通所型サービスにつきましては、②緩和した基準によるサービスＡについては、閉じ

こもり予防支援など、社会参加型のサービスといったものを、また④短期集中予防サービスの

サービスＣについては、訪問型サービスのＣと同様、保健・医療の専門職により提供される

サービスをと考えております。 
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平成２９年４月からの事業の実施に向け、サービス内容の概要については、ただいま説明い

たしました方向で考えており、現在、課内において、サービスの実施方法や事業所の人員基準、

単価などの詳細について、協議、検討を重ねている状況でございます。 

今までの経緯といたしましては、平成２８年１月に、サービス事業所及び居宅介護支援事業

所に対し、本市の新しい総合事業の実施に向けた方向性や考え方等についての説明会を実施い

たしました。 

今後の予定となりますが、７月には、具体的なサービス内容、単価、実施方法等を決定し、

改めて、サービス事業所及び居宅介護支援事業所に対し、説明会を開催したいと考えておりま

す。また、その説明会の事後となる可能性はございますが、事業内容が決定した折には、本委

員会への報告も行わせていただきたいと考えております。 

今後も、新しい総合事業、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施に向け、滞りなく、

迅速に準備を進めてまいりたいと考えております。 

以上で、説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、ただ今の説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許しま

す。質疑はありませんか。 

○宮嶋委員 

 なんだか新しい言葉が矢継ぎ早に出てきて、なかなかちょっと理解がいかないんですけれど

も、多様なサービスということで、サービスＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄということで説明されましたけど

も、これはもちろんおひとりの方について、このＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを組み合わせたような介護

サービスというふうな形に、スケジュールというか、そういうのが組まれるんでしょうか。ど

ういう形なのかちょっとわからないんですが。 

○高齢者支援課長 

 サービスの併用という形になると思うんですけれども、訪問型サービスと通所型サービスの

併用については、要支援者と総合事業対象者にかかわらず、併用は可能にはなってきます。 

○宮嶋委員 

 そういうのをいろんな組み合わせの中でやられるんだろうと思いますけれど、Ｂ型について、

住民主体による支援というのをもうちょっと具体的に教えていただけますか。 

○高齢者支援課長 

 国の示している例によりますと、Ｂになるのが、住民ボランティア、住民主体の自主活動を

行う生活援助等ということになっております。 

○宮嶋委員 

 ということは、先ほど言われたようにいろんな組み合わせの中でやりますということですけ

れど、あなたの場合は、もう市民ボランティアの方の生活援助だけでやってくださいよという

ふうにはならないのか、その辺をちょっと。 

○高齢者支援課長 

 住民ボランティアの方を主に支援をしてもらうという考えではなく、今からのことになりま

すけど、そういう人達をふやしていくという考えではあります。具体的にはＢにつきましては、

検討中ですので、どういった形をとるかというのは、今後の話になってくるかと思います。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ）  

本件については、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思

います。 

お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から、４件について、報告したい旨の申し
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出があっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

「飯塚市立病院の現状について」、報告を求めます。 

○健幸・スポーツ課長 

 飯塚市立病院の現状について、ご報告をいたします。資料１ページをお願いいたします。医

師数及び看護師数の状況について、ご説明をいたします。まず、医師数でございますが、平成

２７年４月１日と平成２８年４月１日、これを比較いたしますと、内科で常勤が１名の増、非

常勤が１名の減、整形外科で常勤が１名の減、脳神経外科で常勤が１名の増となっております。

また、麻酔科で非常勤が２名増となっております。なお整形外科の１名の減でございますが、

人事異動の関係で４月１日現在、１名減っておりますが、現在は４名の配置というふうになっ

ております。以上によりまして、常勤３０名、非常勤３７名となっておりまして、常勤で１名、

非常勤で１名の増となっております。 

次に、下の段の看護師数でございますが、正規職員が１４名の減となっております。これは

２７年度に結婚や出産を含む自己都合により退職された方が多かったことによるものでござい

ます。なお、看護基準につきましては、現状でも満たしておりますが、看護師につきましては、

現在も継続して募集を続けております。 

次に、資料の２ページをお願いいたします。２７年度の診療科別患者数でございます。上段

に左から２４年、２５年とございまして、右から２つ目に２７年度、１番右端に２６年度と

２７年度の比較をしております。格段の上から内科、外科、眼科から順に禁煙外来までと、下

のほうに合計患者数、１日当たりの患者数、病床利用率の記載をしております。診療科別に見

てみますと、大きくふえておりますのが、整形外科で入院外来合わせまして９６２８人の増と

なっております。また常勤医が確保されました神経内科で４０１７名の増となっております。

また次いで、内科で２６４３人の増、小児科、眼科等も大きく増加をしております。逆に、リ

ハビリ科、外科等では減少しております。その結果、入院で１万２４１５人の増、外来で

３４９７人の増となっております。２７年度、１年間の患者数では１日当たりの患者数でござ

いますが、入院で１９１．９人、外来で４３１．９人となっており、２６年度と比較いたしま

すと、入院で３３．５人の増、外来で１０．５人の増となっております。これは２６年度は、

建て替え工事中でございました関係で、非常に入院患者等が減っておりましたが、その分が戻

ってきているという状態でございます。 

また、経営に非常に大きくかかわります病床利用率につきましては、２７年度が７６．８％

で、２６年度より１３．４ポイント増加をしております。 

次に、市立病院の一部建て替え事業についてでございますが、残事業であります、北棟、東

棟の改築、老朽施設の解体、外構工事のうち、現在、北棟、東棟の改築に着手をしておりまし

て、現在、西棟の解体工事も実施しております。また、４月４日からは食堂、売店、理髪も新

規に営業を開始しております。２９年度早々には、グランドオープンできるものというふうに

考えております。 

以上で、飯塚市立病院の現状について、報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「子育て応援券について」、報告を求めます。 

○子育て支援課長 

 子育て応援券について、ご説明いたします。資料をお願いいたします。平成２６年度におけ
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る国の好循環拡大に向けた緊急対策に基づく地域住民生活等緊急支援のための交付金を受けて、

平成９年４月２日から２７年５月３１日までに生まれた、１８歳未満の子どもを３人以上養育

している多子世帯へ子育て応援券を配付いたしました。目的は、子育て世帯の負担軽減を図る

ことです。対象者ですけども、基準日におきまして、児童手当または子育て世帯臨時特例給付

金の対象者で、かつ１８歳未満の子どもを３人以上養育している多子世帯、または高校生３人

を養育している多子世帯です。発行総数ですけども、１世帯１万２千円の商品券を１９８２人

世帯に配付いたしました。発送総額は２３７８万４千円です。使用の範囲ですけども、プレミ

アム商品券と同じ参加登録店舗と、それと子育てサービスとして、保育料、児童クラブ利用料、

そしてこども園の授業料でした。総額で２３２１万４千円の換金です。発送は、２７年１０月

３０日に行いまして、そして使用期間は１１月１日から２月２９日でした。使用率は９７．

６％です。使用されなかった金額は５７万円となっています。 

以上、簡単ですけれど、報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「指定特定施設（特定施設入居者生活介護）整備の協議について」、報告を求めます。 

○介護保険課長 

「指定特定施設（特定施設入居者生活介護）整備の協議について」、ご説明いたします。 

第７次福岡県高齢者保健福祉計画及び飯塚市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基

づき、昨年度において平成２８年度の特定施設入居者生活介護施設整備について公募いたしま

したが、応募がなかったものです。 

今般、県通知、平成２９年度高齢者福祉施設等の指定方針に基づき、年度をかえ、現在、公

募により平成２９年度整備事業者の募集を実施しているものでございます。 

 募集については、募集圏域を市内全域とし、要介護者に限らず、要支援者・自立者も入居で

きる混合型２０床の新設・増設を募集するものです。 

 広報については、４月市報及び４月８日のホームページで募集広報をしております。 

約１カ月間の募集期間の後、５月１７日を協議申請書の提出期限とし、６月初旬に選考会及

び事業者選定を予定しております。その後、県へ協議申請書を提出し、県の指定決定が行われ

ることとなります。 

 以上、簡単ですが、報告についての説明を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「地域密着型サービス事業所整備に係る事業者募集について」、報告を求めます。 

○介護保険課長 

「地域密着型サービス事業所整備に係る事業者募集について」、ご説明いたします。 

昨年３月に策定いたしました、飯塚市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、

平成２８年度に市の指定により、地域密着型サービスの定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所を整備するもので、現在、公募により整備事業者の募集を実施しております。 

この定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、中重度の高齢者の在宅での生活を支援

するため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に、または密接に連携したなか

で、定期巡回と随時の対応を行うものです。対象者は要介護１から５の方になります。 

定期巡回サービスとは、訪問介護員等が定期的に居宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの
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日常生活上の世話を行うものです。 

随時対応とは、オペレーターが通報を受け、利用者の状況に応じて、サービスの手配を行う

ものです。 

 募集については、募集圏域を市内全域とし、２事業所を募集するものです。 

 広報については、４月市報及び４月８日のホームページで募集広報をしております。 

約１カ月間の募集期間の後、５月２５日を提出期限とし、６月下旬に選考会及び事業者選定

を予定しております。 

 以上、簡単ですが、報告についての説明を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので、ご了承願います。 

以上をもちまして、厚生委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 


